
令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及び 

ＤＸ推進支援業務に関する受託候補者選定に係わる実施要領 

 
 令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関する受託事業者の選定に

当たり、公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行うので、次のとおり提案を募集する。 
 
１ 業務の目的 

 人口減少社会において、道路、河川、公園といった公共土木施設の整備や維持保全を担う土木、造

園等の技術職員の高齢化や担い手不足が課題となっている。将来にわたり、まちづくりの基盤となる

インフラ整備や維持保全を適切に行い、市民サービスを維持・向上していくため、建設分野における

ＤＸを加速化し、更なる業務の効率化、生産性向上を図ることを目的とする。 

 具体的には、建設分野における様々な業務の現状を踏まえ、業務内容に応じたデジタル技術の導入

を検討する。これらの取組を体系化し、中長期的な視点で組織全体のＤＸを推進するため、デジタル

技術導入による業務効率化手法を検討するとともに、取組みの優先順位を明らかにする。 

 

２ 業務の内容 

⑴ 件名 

令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務 

⑵ 契約期間 

契約日の翌日から令和９年３月３１日まで 

⑶ 契約内容 

別紙１「令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関するプロポ

ーザル仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

３ 契約上限額 

  ６，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

４ プロポーザルの参加要件 

⑴ 京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者（以

下「競争入札参加有資格者」という。）又は、京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げ

る資格を有する者であること。 

⑵ 公募開始日から審査結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の

規定に基づく競争入札参加資格停止の期間が含まれていないこと。 

⑶ プライバシーマーク制度又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度（ＩＳＭＳ）

などによる情報セキュリティに関する資格を有していること。 

⑷ 平成２８年度以降に完了し、国又は地方公共団体のいずれかが発注した業務で、本業務と同等若

しくは類似する業務実績（ＤＸ推進業務）があること。 

⑸ 契約の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体（以下「コンソーシアム」

という。）を結成する場合は、事業者側で定めた代表幹事業者が、上記⑴～⑷を満たしていること。 

  なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、企画提案書の提出時に「令和８年度 京都市

建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関する協定書」（様式３）を併せて提出する

こと。 

５ 応募手続等 

 ⑴ 関連書類の交付 

次のプロポーザルに関する書類を、京都市ホームページ「京都市情報館」上で交付する。 

ア 令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関する受託候補者選

定に係わる実施要領（本書） 

イ 令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関するプロポーザル

仕様書（別紙１） 

ウ 令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関するプロポーザル



企画提案書等作成要領（別紙２） 

エ 令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関するプロポーザル

提案内容評価要領（別紙３） 

 ⑵ 企画提案書等の提出 

次の書類を期限までに提出すること。 

ア 提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 法人の概要（様式２） 

 ※ プライバシーマーク制度又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度（Ｉ

ＳＭＳ）等による情報セキュリティに関する資格を有していることを証する資料を添付する

こと。 

 ※ コンソーシアムを結成して参加する場合は、その代表幹事業者について提出すること。 

 ※ 本社、支社、営業所のいずれかの所在地が京都市内である場合は、所在地を証明する会

社・法人の登記事項証明書を添付すること。 

③ 令和８年度 京都市建設局 業務プロセス最適化及びＤＸ推進支援業務に関する協定書（様

式３） 

※ コンソーシアムを結成して参加する場合のみ 

④ 業務実績調書（様式４） 

 ⑤ 業務実施体制（様式５） 

 ⑥ 見積書（様式６） 

⑦ 内訳書（様式自由） 

⑧ 企画提案書（様式自由） 

イ 提出方法 

① 電子メールでの提出資料 

提出書類ごとにデータを分け、電子メールに添付し提出すること。 

なお、データの名称は「通し番号＋書類名＋（提案企業・団体名）」とすること。 

  （例 「01 参加申込書（○○株式会社）」） 

【提出先メールアドレス】 

kensetsu-dx@gws.city.kyoto.lg.jp（担当：小山課長、葛城係長宛） 

② 電子メール以外での提出資料 

 電子メールが使用できない場合は、レターパック、簡易書留郵便又は特定記録郵便により提

出すること。 

ウ 提出期限 

令和８年５月１８日（月）午後５時（必着）  

⑶ その他 

ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 失格となる企画提案書等 

企画提案書等が、次の事項の一つに該当するものは、失格となる場合がある。なお、失格とな

った場合は、別途通知する。 

① 提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 

② 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

④ 虚偽の内容が記載されているもの 

  ウ 制約事項 

① 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

② 提出された書類は、受託候補者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

③ 提出された書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成するこ

とがある。 

④ 提出された書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

⑤ 提出された書類は全て返却しない。 

⑥ 提出された書類に対し、必要に応じてヒアリングを実施することがある。その場合は、日時
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及び場所を別途連絡する。 

 

６ 本件に対する質問期限及び回答 

⑴ 質問期限 

令和８年５月７日（木）午後５時（必着） 

※ 質問期限後の質問は、一切受け付けない。 

⑵ 質問方法 

 質問書（様式７）により京都市建設局土木管理部道路明示課（担当：小山課長、葛城係長）に電

子メール（kensetsu-dx@gws.city.kyoto.lg.jp）で問い合わせることとする。 

 なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、代表幹事業者からの質問のみを受け付け、構

成員からの質問は受け付けない。 

⑶ 回答日及び回答方法 

 令和８年５月１２日（火）までに質問事項及び回答を京都市ホームページ「京都市情報館」上で

公表する。 

 

７ 受託候補者の選定に関する審査 

 ⑴ 審査委員会 

   審査委員会は以下の委員で構成する。 

  ・ 建設局建設企画部建設総務課長 

・ 建設局建設企画部監理検査課長 

・ 建設局建設企画部監理検査課担当課長 

・ 建設局建設企画部監理検査課担当係長 

・ 建設局都市整備部市街地整備課長 

・ 建設局土木管理部西部土木みどり事務所長 

 ⑵ 評価基準 

 以下の評価基準に基づき総合的に評価を行う。 

評価基準 評価のポイント 

実施体制 

（２０点） 

・本業務の内容を安定的に実施できるよう、適切な人員や業務経験者等

が割り当てられているか。 

・本業務を効率的かつ円滑に進めるため、適切なスケジュール、実施方

法が提案されているか。 

・京都市内に本社、支社、営業所のいずれかを有しているか。 

企画提案内容 

（４０点） 

・仕様書で規定する内容を理解した提案がなされているか。 

・自治体における業務改革に対する理解度があるか。 

・業務改革につながる提案がなされているか。 

・独自の工夫や特徴が盛り込まれ、本業務の効果をより発揮できる提案

があるか。 

導入実績 

（２０点） 

・提案内容に類似又は関連する業務を実施した実績があるか。 

・他都市等の官公庁での導入実績はあるか。 

見積金額 

（２０点） 

・（全提案者中の最低金額／当該提案者の金額）×２０（小数点以下切

捨て） 

 

８ 受託者の決定 

 ⑴ 受託候補者の決定 

 前記「７ 受託候補者の選定に関する審査」に基づき、本市が設置する審査委員会が、企画提案

書等の内容について審査を行い、全ての提案者の順位を決定し、最も優れていた者を受託候補者

（第一交渉権者）に選定する。 

なお、一者のみの応募の場合、５０点を超えた場合は、その者を受託候補者として選定するもの

とする。 

⑵ 審査結果の通知 

ア 審査結果については、令和８年５月２５日（月）までに通知する。また、京都市ホームページ
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「京都市情報館」上で、参加した者及び評価点等を公表する。 

イ 通知内容に疑義のある提案者が説明を求める場合は、令和８年５月２７日（水）午後５時まで

に書面で、京都市建設局土木管理部道路明示課（担当：小山課長、葛城係長）に提出すること。 

ウ 提出は持参によるものとし、郵便及び電送（電子メール、ＦＡＸ等）によるものは認めない。 

エ 提出のあったものについては、令和８年５月２９日（金）午後５時までに書面をもって回答す

る。 

⑶ 受託者の決定 

 受託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。なお、受託候

補者（第一交渉権者）と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉権者を新たな受託候補者と

して協議を行う。 

 
９ 契約に関する基本的事項 

受託者との契約においては、次の事項を基本とする。 

⑴ 契約金額 

 契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

⑵ 契約内容 

 契約内容は、仕様書、企画提案書の内容に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。ただし、

提案内容は、実現を確約したものとみなす。 

⑶ 契約期間 

 契約の期間は、契約日の翌日から令和９年３月３１日までとする。 

⑷ 特約事項 
 企画提案内容の実現に必要な追加費用及び別途費用は、全て受託者の負担とする。 

⑸ 再委託の禁止 
ア 受託者は、本業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、業務の一部を再委託するときは、あらかじめ本市の承認を受けなければならない。 

ウ 本市は、イの承認をするときは、条件を付すことができる。 
 ⑹ 契約保証金 

 免除する。 
 ⑺ 委託料等の支払 

 全業務完了後、受託者の請求により、支払いを行う。 

 ⑻ 進捗管理 
 本市は、適宜、進捗状況について評価を行う。その結果、契約の目的を達成することができない

と判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可能な成果物があるときは、

引渡しを受けることがある。そのときは、その成果物に相応する対価を支払うものとする。 

 
10 問合せ及び提出先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所分庁舎３階 

京都市建設局土木管理部道路明示課 担当：小山課長、葛城係長 

電 話：０７５－２２２－３５６６ 

ＦＡＸ：０７５－２１３－０１７４ 

メール：kensetsu-dx@gws.city.kyoto.lg.jp 
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